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川島町

令和８（２０２６）年５月７日


１　目的
[bookmark: _Hlk41041020]人口減少に対応した効率的な公有財産等の運営を実現するため、川島町（以下「本町」という。）では、公有財産を経営的視点で捉え、公民連携による維持管理コストの縮減と公有財産等の有効活用を推進しています。
本町では、これからの行政経営に欠かすことのできない公民連携を推進し、民間事業者等の持つ優れたアイディア・ノウハウの活用とスピード感を持った対応を強化するため、実際に公共施設等（以下「公有財産等」という。）を暫定的な利用により、市場性を把握してもらう制度（以下「トライアル・サウンディング」という。）を構築するものです。

２　制度概要
トライアル・サウンディングは、本町が保有する公有財産等の暫定使用を希望する民間事業者等を募集し、一定期間、実際に使用してもらう制度です。
これにより、本町は民間事業者等の事業集客力や信用、公有財産等の市場性を把握でき、活用の方向性が検討しやすくなる一方で、民間事業者等は、ニーズや収益性、採算性、使用感の検証を経て事業性を確認することができます。
なお、トライアル・サウンディングへの参加実績は、別途実施する公有財産等への民間活力導入にあたっての事業者選定に一切の影響を及ぼすものではありません。

３　募集の対象
　本町が使用権原を有する土地、建物とします。ただし、特段の条件を付して募集する場合は、この運用指針とは別に必要事項を定めます。

４　実施の手順
　(1) 暫定使用の申請
　　暫定使用を希望する民間事業者から、申請を受け付けます。
　(2) 提案審査
提出された書類を基に提案内容を審査します。ただし、書類の内容によっては、対面によるプレゼンテーション審査を実施する場合があります。
　(3) 暫定使用の許可
　　採用となった事業については、行政財産使用許可証等を発行します。なお、行政財産使用料は、原則免除とします。
　(4) 暫定使用
　　許可内容に応じた暫定使用を行っていただきます。
(5) モニタリング・ヒアリング調査
暫定使用の期間中及び終了後に、効果検証や聞き取り調査を実施します。

５　申請者の資格条件等
　(1) 申請者の条件
　　ア　申請者は、申請内容を実行する意思と能力（資格）を有する民間事業者等、特定非営利活動法人（ＮＰО法人）等の法人、個人事業主又は任意団体とします。
イ　申請者は、単独又はグループ（複数の企業・団体等の共同体）とし、グループで応募する場合には、参加表明時に使用希望者の構成員すべてを明らかにし、各々の枠割を明確にすることとします。
　(2) 申請者の要件
　　申請者は、次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。
　　ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するものでないこと
イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある者でないこと
ウ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。
エ　会社再生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる再生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社再生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。（以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
　(3) 申請に関する留意事項
　　ア　費用負担
　　　　申請に関するすべての書類等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。
　　イ　提出書類等の取り扱い及び特許権等
　　　(ア) 提出書類等の著作権は、申請者に帰属しますが、提出書類等は返却しません。
　　　(イ) 申請者の提出書類等については、提案審査及びモニタリング等、本制度の運用に必要な目的以外の場合においては、申請者に無断で使用しません。
　　　(ウ) 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等及び個人情報等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。
　　ウ　法令の遵守
申請者は、申請するにあたり、事前に自らの責任において関係法令等を確認し、事業実施時における法令適合のリスクを負うこととします。
　　エ　その他
　　　　その他、申請にあたって特段の必要事項がある場合は、この運用指針とは別に定めます。

６　申請方法
　(1)提出書類
申請者は、次の書類を提出するものとします。
　　ア　行政財産使用許可申請書又は公有財産借用申請書
　　イ　事業概要（任意様式）
　　　　「①申請者名、②事業名称、③事業内容、④スケジュール」を必須の記載事項とします。
　　ウ　誓約書
　　エ　申請者に関する概要書（任意様式）
　(2) 事前相談等
　　①事前相談
　　ア　提出書類作成のために、事前相談を受け付けます。
　　イ　事前相談を希望する場合は、事前に川島町まち整備課 公民連携推進室（以下、「事務局」という。）と日程調整を行った上で実施するものとします。
　　②現地（施設）調査
　　ア　提出書類作成のために現地（施設）調査を希望する場合は、事前に事務局へ連絡し、日程調整を行った上で実施するものとします。
　　イ　現地（施設）調査にあたっては、施設管理者及び利用者に迷惑を及ぼさないこと、施設運営に支障のない範囲で行うこととします。

７　暫定使用の要件等
　(1) 暫定使用の内容
　　暫定使用の内容は、次のすべてに該当するものとします。
　　ア　本町の地域経済活性化に資するものであること。
　　イ　原則として、本町の財政負担を伴わないものであること。
　(2) 暫定使用の対象外
　　ア　公序良俗に反するもの
　　イ　騒音、振動又は臭気により、周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるもの
　　ウ　政治的又は宗教的な活動に該当するもの
　　エ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第５号に規定する指定暴力団等の活動に該当するもの
　　オ　その他、本町が本制度の趣旨に照らして不適当と判断するもの
　(3) 暫定使用の期間
　　暫定使用の期間は、本町が許可した期間とします。
　(4) 暫定使用に関する留意事項
　　ア　費用負担
暫定使用にあたって必要となる一切の費用は、すべて暫定使用する者　の負担とします。
　イ　リスク分担等
暫定使用に伴い発生するリスクは暫定使用する者が負うものとし、暫定使用する者が責任をもって事業を遂行することとします。
　　ウ　暫定使用状況の公表等
　　　本町のホームページ等において、暫定使用の概要等を公表することがあります。

８　審査等
　(1) 書類審査
提出書類について、資格条件及び暫定使用の要件を満たしているかどうかを審査します。申請者は、審査に伴い本町が面接を求めたときは、それに応じるものとします
　(2) 結果通知
ア　暫定使用を承認する通知書（以下「通知書」という。）を交付します。イ　審査結果に対する異議は、申立てることができません。
　(3) 使用料等
暫定使用に係る使用料は原則として免除します。ただし、暫定使用に伴い光熱水費等が発生する場合は、相当の負担金を徴収する場合があります。

９　暫定使用の開始等
　(1) 暫定使用の開始
　　ア　通知書が交付された者は、申請書類に記載した内容に基づいて使用を開始することができます。このとき、交付された通知書等に条件が付してある場合は、その内容を遵守してください。
　　イ　暫定使用の期間中は、通知書を携行し、本町職員又はその関係者から提示を求められた場合は速やかに応じてください。
　(2) 暫定使用の中止
申請内容に反する行為や本制度の目的から逸脱した行為があった場合や、災害対応等により本町が暫定使用に係る施設等を使用せざるを得なくなった場合は、暫定使用を中止することがあります。

１０　モニタリング・ヒアリング調査及び報告
　(1) モニタリング・ヒアリング調査
　　暫定使用する者は、暫定使用の期間中に本町が実施するモニタリング・ヒアリング調査に協力しなければならないこととします。
　(2) 報告等
　　暫定使用する者は、暫定使用の期間が満了した後、本町に対して使用実績等をまとめた資料を提出するとともに、本町がヒアリング調査を求めた場合は、これに応じなければならないこととします。

１１　事務局
　川島町まち整備課 公民連携推進室
　〒３５０－０１９２
　埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１
　電　話　０４９－２９９－５８１８（直通）
　メール　koumin@town.kawajima.saitama.jp

１２　その他
この運用指針に定めることのほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定めます。


附　則
　この運用指針は、令和８年５月７日から施行します。
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